
「地域密着型金融推進計画」 

（平成１７年４月～９月の進捗状況について） 

平成17年１２月１４日 

 

１．全体的な進捗状況及びそれに対する評価 

輸出関連産業を中心とした大企業については、平成１７年度上半期は好調に推移し、景気回復が目立ってお

りますが、地域中小・零細企業においては高止まりしている素材・原油価格等が経営環境に大きく影響し、依然

として厳しい状況に変わりはありません。 

こうした中で、当金庫は引続き担保や保証に過度に依存しない新商品の開発や外部団体との業務協力・提携、

また経営相談室の増員などを通じた経営支援態勢の一層の強化により事業再生・中小企業金融の円滑化に取

組みました。そして、経営力の強化及び地域顧客の利便性向上に向けては、一般会員からの要望や意見を直接

吸い上げると共に「お客さまと語る会」の開催等により、顧客ニーズを把握することに努めました。 

その現状については、個々の取組項目により進展度合いの差はありますが、全体的には目標とする方向に

向かって着実に進んでいるものと評価しております。今後は、実施スケジュールに従い、逐次計画的に取組む方

針であります。 

なにとぞ、地域の皆さまのご愛顧をお願い申し上げます。 

 

２．大項目ごとの主な取組み 

（１）事業再生・中小企業金融の円滑化 

① 企業支援の強化を図るために経営相談室人員を１名増員、再生・支援対象先企業を拡大 

（１０６社） 

② 事業性無担保・無保証ローン「バックアップ２１」の取扱開始（プロパー扱い） 

平成１７年度上半期取扱実績  ２９件 ２０６百万円 

③ 「ぎふ無担保スピード資金」取扱開始（岐阜県信用保証協会） 

平成１７年度上半期取扱実績  ６５件 ６０５百万円 

④ 「せきしん商工会議所提携ローン」取扱開始 

平成１７年度上半期取扱実績  １件 １百万円 

⑤ ルネサンスキャピタルマネジメント（株）と業務協力協定書締結 

⑥ PFI実務的勉強会・日本政策投資銀行業務説明会参加 

⑦ 取引先に対する経営情報誌の提供（毎月）・経済講演会の開催（１回） 

⑧ 地域景況調査の実施（四半期ごと） 

⑨ 顧客からの苦情や相談内容を分析・営業店へフィードバック 

⑩ 「目利き」能力向上のため職員を外部講座へ派遣（６名） 

⑪ 「中小企業診断士養成講座」へ職員を派遣（２名通学中） 

 

（２）経営力の強化 

① 新BIS基準の内容理解の徹底 



② SDBの業種別デフォルトデータを利用した信用リスク量の計測・試算 

③ 一般会員から寄せられた意見や要望を調査・対策を検討（１８１件） 

④ 女性顧客を対象として「お客さまと語る会」を開催（８月４日） 

⑤ 顧客の個人情報保護態勢への取組（各種規程の整備・個人情報取扱の厳正化） 

⑥ コンプライアンス勉強会の開催（部署ごとに月間２回以上）・同研修会の開催（通算１０回） 

同オフィサー２級検定試験を受験（１６名受験１１名合格） 

⑦ 信金中央金庫の「有価証券ポートフォリオ分析」を受講・対策を検討 

 

（３）地域の利用者の利便性向上 

① ディスクロージャー誌により経営情報を公開 

② 利用者等の評価に関するアンケート調査実施についての検討 

 

３．数値目標に対する実績（平成１７年４月～９月） 

（１）事業再生・中小企業金融の円滑化 

項  目 目  標 実  績 

全信協等の外部研修への派遣 毎年４名以上 ６名派遣 

中小企業診断士資格取得 計画期間内最低１名 通学講座へ１名を派遣中 

銀行業務検定財務２級取得 計画期間内８名以上 ４名取得 

創業・新事業融資 毎年１２件以上 １０件（１４６百万円） 

「経営相談室」人員増員 計画期間内１名 １７年６月に１名増員 

経営改善ランクアップ 毎年１０社以上 ３社 

不良債権比率 ７％未満（１９年３月末） ７．５７％（１７年９月末） 

事業性無担保・無保証ローン 毎年２０件以上 ２９件 

「ぎふ無担保スピード資金」 毎年２０件以上 ６５件 

与信取引説明態勢研修会 毎年１回以上 下期に実施（１７．１１．１６） 

「目利き」庫内研修会 毎年１回以上 下期に実施（１７．１１．１１） 

 

（２）経営力の強化 

項  目 目  標 実  績 

自己資本比率 １２％以上（１９年３月末） １１．５０％（１７年９月末） 

格付制度勉強会 毎年１回以上 下期に実施（１７．１１．２５） 

一般会員からの意見募集 毎年１回 １７年７月に実施 

「総代と語る会」開催 毎年１回 下期に実施予定 

（１７年１２月） 

コンプライアンス研修会 ５等級以下の男性一般職・

女性一般職・嘱託職員を対

象として四半期ごとに実施 

１７年７月及び９月に実施 



同上 パート職員を対象として半期

に１回実施 

１７年９月に実施 

同上 役席者を対象として毎年１回

実施 

下期に実施予定 

（１８．２．１８） 

コンプライアンス勉強会 最低月間２回実施 部署ごとに最低月間２回以上

実施 

コンプライアンス態勢臨店調査 年１回実施 下期に実施予定 

コンプライアンス自主点検 年１回実施 下期に実施予定 

コンプライアンス・オフィサー２級 管理者取得率５０％以上 

（１９年３月末） 

４５．６５％ 

「有価証券ポートフォリオ分析」 毎年１回 １７．９．２０ 実施 

 

（３）地域の利用者の利便性向上 

項  目 目  標 実  績 

利用者の質問・要望への回答を

公表 

ホームページにおいて毎年

１回以上公表 

下期に実施予定 

「女性顧客と語る会」の開催 毎年１回 １７．８．４ 開催 

 

４．アクションプログラムに基づく個別の取組みの進捗状況 

別添の通り 

 

５．経営改善支援の取組み実績 

別添の通り 

 

以 上 



４．アクションプログラムに基づく個別の取組みの進捗状況

進捗状況
１７年度 １８年度 １７年４月～１７年９月

１．事業再生・中小
企業金融の円滑化

備　　考項　　目 具体的取組策
実施スケジュール

（１）創業・新事業
支援機能等の強
化

・業種別貸出審査事典等の活用による
企業訪問時の業種別事前準備の徹底
を図り、情報の提供を積極的に行う。経
営情報誌の提供（毎月）、経営講演会
（年３回）の開催を行う。
・外部研修会への派遣、内部研修会・勉
強会の随時開催により、「目利き審査能
力」の向上を図る。
・創業・新事業先を対象とした積極的な
提案による、資金提供に努める。
　（目標：毎年、１２件以上）
・産業クラスターサポート金融会議に参
加し、新規事業等の案件が発生した場
合には積極的に取組む。
・中小企業支援センターの相談機能を
活用する。
・岐阜県経済産業振興センター、中小企
業金融公庫、国民生活金融公庫等との
情報共有、連携強化を図る。

・業種別の「目利き」能力を養う為
に、積極的に各種外部研修へ参
加する。
・融資専担者会議を開催し、創
業・新事業支援活動の強化を徹
底する。
・顧客への経営情報誌の提供、
経営講演会の実施。
・産業クラスターサポート金融会
議への参加。

・引続き、前年と同様の取組みを
継続する。
・創業・新事業支援の活動実績
を把握分析し、営業店とともに今
後の強化策を検討する。
・自金庫内においても、創業・新
事業支援を目的とした「目利
き」審査能力向上の為の勉強
会、研修会開催の検討をする。

・ 「創業支援ローン」及び「新規事業先」
の取組み実績を、今年度より店舗業績
評価に反映した。
・ 創業・新事業先に対する融資実績、10
件146.1百万円。（内、「創業支援ローン」
実績2件7百万円）
・ 8/23・24　東海地区信用金庫協会主
催の「中小企業再生支援講座」に１名参
加。
・ 9/7・8・9　東海地区信用金庫協会主
催の「中小企業再生支援講座」に２名参
加。
・ 11/11　上記講座に参加した３名が講
師となり、同講座に基づいた庫内勉強
会を、渉外及び融資役席者を対象に、
実施予定。
・ 10/13　「目利き」能力を養う為に、財
務分析を中心とし、渉外及び融資役席
者を対象に庫内研修を実施予定。
・ 5/18　融資専担者会議において、新
事業先に対する推進方針等を発表し
た。
・ 8/23　融資専担者会議において、
「バックアップ２１」を中心とした、創業・
新事業支援活動を強化するよる徹底し
た。
・ 8/11　当庫「経済クラブ」の会員を対
象に、経済講演会を実施した。
・ 毎月「しんきん経営情報」を配布。
・ 10月には、岐阜工業高等専門学校
と、産学連携に関する契約を締結予定。
・ 11月には、東海地区信用金庫協会主
催の「ビジネスフェア」（ビジネスマッチン
グ）に参加予定。

1 （関信用金庫）



進捗状況
１７年度 １８年度 １７年４月～１７年９月

備　　考項　　目 具体的取組策
実施スケジュール

（２）取引先企業に
対する経営相談・
支援機能の強化
○取引先企業に
対する経営相談・
支援機能の強化

・「経営相談室」人員を1名増員す
る。
・岐阜県産業経済振興センター
の有効活用法を営業店に周知さ
せるため、会議・営業店訪問時に
パンフレット等により具体的に説
明する。
・同センターによる営業店の職員
を対象とした勉強会を開催する。
・センターニュース・セミナー案内
を営業店に配布する。
・専門家派遣事業について、営業
店毎に対象となる取引先の選定
に努め、その積極的な活用を呼
び掛ける。
・経営革新について、営業店毎に
対象となる取引先の選定に努
め、その積極的な活用を呼び掛
ける。
・しんきん経営情報の提供（毎
月）。
・景気動向調査の実施（年４回）。
・せきしん経済クラブ講演会の開
催（年３回）。
・全信協ネットの活用（しんきんビ
ジネスマッチングサービス）。
・第１回「ビジネスフェア２００５」
への参加
・ビジネスクラブの組織化
・経営改善支援対象先を抽出し、
財務・経営管理支援を実施する。

・センターニュース・セミナー案内
を営業店に継続配布する。
・専門家派遣事業について、営
業店毎に対象となる取引先の選
定に努め、その積極的な活用を
呼び掛ける。
・経営革新について、営業店毎
に対象となる取引先の選定に努
め、その積極的な活用を呼び掛
ける。
・しんきん経営情報の提供（毎
月）。
・景気動向調査の実施（年４
回）。
・せきしん経済クラブ講演会の開
催（年３回）。
・全信協ネットの活用（しんきんビ
ジネスマッチングサービス）
・経営改善支援対象先を抽出
し、財務・経営管理支援を実施
する。

・6月13日「経営相談室」人員を1名増員
した。
・経営改善支援対象先を106先抽出し、
財務・経営管理支援を実施している。
・岐阜県産業経済振興センターの有効
活用法を営業店に周知させるため、随
時パンフレット・センターニュース・セミ
ナー案内等を営業店に配布した。
・景気動向調査を6月、9月に実施した。
・しんきん経営情報の提供（毎月）。
・せきしん経済クラブ講演会の開催（8
月）
・11月24日第１回「ビジネスフェア2005」
へ参加予定。

・取引先企業に対する経営相談・支援機
能を強化するため、「経営相談室」人員
を1名増員する。
・岐阜県産業経済振興センターの有効
活用法を営業店に周知徹底させるため
パンフレット等による説明を行うととも
に、同センターによる営業店の職員を対
象とした勉強会を開催する。
・同センターの発行するセンターニュー
ス・セミナー案内を営業店に随時配布す
る。
・専門家派遣事業については、有効性を
十分認識したうえで取引先に説明し、積
極的な活用を呼び掛ける。
・専門家派遣事業実施時に取引先企業
が負担する費用を、金庫が一部補助す
ることを検討する。
・経営革新については、有効性を十分認
識したうえで取引先に説明し、積極的な
活用を呼び掛ける。
・取引先に経営情報誌を配布すると共
に、地域内景気動向調査を定期的に実
施（年４回）し、経営情報として提供す
る。
・Ｈ１７年１１月２４日東海地区信用金庫
協会（東海地区４１金庫）主催の第１回
「ビジネスフェア２００５」へ参加する。
・せきしん経済クラブの主催による経済
講演会を開催し、異業種交流を図ると共
に、希望者の参加によりビジネスクラブ
を組織化する。
・経営改善支援先を抽出し、経営相談室
が中心となり営業店と共に財務・経営管
理支援を行う。

2 （関信用金庫）



進捗状況
１７年度 １８年度 １７年４月～１７年９月

備　　考項　　目 具体的取組策
実施スケジュール

・比較的財務面の痛みの重い要注意先
や要管理先等の抽出取引先41先に対し
ては、経営改善計画書等を策定し月次
試算表等により進捗状況を継続管理し
ていく。
・比較的財務面の痛みが軽い要注意先
等の取引先に対しては、｢経営支援活動
対象抽出先｣により概ね60先を抽出し、
強み・課題・原因を明確にしたうえで具
体的に改善アドバイスをしていく。
・｢目利き力｣を向上させるため、一定以
上の与信がある先については、決算書
を財務データ登録の都度キャッシュフ
ロー計算書を作成する。また、平成17年
度中小企業会計啓発・普及セミナー等
に参加する。
・常に抽出取引先と接触しモニタリング
を継続しながら、取引先と協議し具体的
な解決策を検討する体制を作る。

・継続案件である抽出取引先41
先に対しては、経営改善計画書
等を策定し月次試算表等により
進捗状況を引続き管理していく。
・経営相談室の人員を1名増員
し、比較的財務面の痛みが軽い
要注意先取引先を1営業店当り5
先程度抽出し、抽出取引先を100
先程度にする。
・与信額2,000万円以上の取引先
については、決算書を財務デー
タ登録の都度キャッシュフロー計
算書を作成する。
・営業店・本部の職員を対象に、
目利き研修として平成17年度中
小企業会計啓発・普及セミナー
等に参加させる。
・抽出先との継続的なモニタリン
グを行うため、原則毎月1回以上
取引先を訪問したうえで活動報
告書を作成する。

・継続案件である取引先41先に
対しては対象先を一部入替え企
業の課題・解決策を検討したうえ
で、引続き経営改善計画書等を
策定し月次試算表等により進捗
状況を管理していく。
・比較的財務面の痛みが軽い要
注意先等60先に対しても対象先
を一部入替え企業の業績悪化
の原因・課題を明確化し、具体
的改善策を検討のうえアドバイ
スしていく。
・抽出先との継続的なモニタリン
グを行うため、原則毎月1回以上
取引先を訪問したうえで活動報
告書を作成する。

・経営相談室の人員を1名増員し、比較
的財務面の痛みが軽い要注意先取引
先を1営業店当り5先程度抽出し、経営
改善支援対象先を106先とした。
・継続案件である経営改善支援対象先
41先に対しては、経営改善計画書を策
定し月次試算表等により進捗状況を管
理した。今後も引続き管理していく予
定。
・抽出先との継続的なモニタリングを行
うため、原則毎月1回以上取引先を訪問
したうえで活動報告書を作成している。
・9月から与信額2,000万円以上の取引
先について、決算書を財務データ登録
する際にキャッシュフロー計算書を作成
している。
・9月末不良債権比率　7.57%

・守秘義務に配慮しつつ、経営改善支援
先のより詳細な内容を公表する。
・ランクアップまたはランクダウンした中
小企業者の意見の紹介を検討する。

・経営改善支援の実績について
は従来通りの内容で公表するこ
ととし、体制整備状況等を含むよ
り詳細な内容の公表については
18年度の取組み課題として検討
する。

・守秘義務に留意しつつ経営改
善支援先のより詳細な内容を公
表する。
・ランクアップまたはランクダウン
した中小企業者の意見の紹介を
検討する。

・16年度経営改善支援の実績について
は、従来通りの内容で公表した。17年度
上期についても同様に公表する予定で
ある。

○要注意先債権
等の健全化等に
向けた取組みの強
化

○健全債権化等
の強化に関する実
績の公表等

3 （関信用金庫）



進捗状況
１７年度 １８年度 １７年４月～１７年９月

備　　考項　　目 具体的取組策
実施スケジュール

・取引先でDESまたはDDSの実施に適し
ている先がある場合には活用を検討す
る、また適切な再建計画については岐
阜県中小企業再生支援協議会等外部
機関とともに検討することで実現性を高
める。
・営業店の職員を対象に、同協議会(マ
ネージャー)による勉強会を開催する。
・同協議会を積極的に活用し、同協議会
に適合する取引先を営業店毎に選定す
ることに努め、その活用について検討す
る。
・全信協内に「人材プール」が設置され
た場合には、事業再生に向けて積極的
に利用する。また、事業再生に関する実
務研修会が開催される場合には、積極
的に参加する。

・経営相談室が、DES・DDS・適切
な再建計画について既存事例を
参考に取引先で実施に適してい
る先を検討する。
・適切な再建計画については、岐
阜県中小企業再生支援協議会
等外部機関による検証を得るこ
とを検討する。
・営業店の職員を対象に、同協
議会(マネージャー)による勉強会
を開催する。
・同協議会に適合する取引先を
営業店毎に選定することに努め、
その活用について検討する。
・全信協内に「人材プール」が設
置された場合には、事業再生に
向けて積極的に利用し、具体的
な活用手法等を学ぶ。また、事業
再生に関する実務研修会が開催
される場合には、積極的に参加
し、再生企業に対する支援融資
について知識・手法を学ぶ。

・再生手法として取引先でDESま
たはDDSの実施に適している先
がある場合には活用を検討す
る。前提となる適切な再建計画
については、岐阜県中小企業再
生支援協議会等外部機関による
検証を得ることを検討する。
・ 同協議会に適合する取引先を
営業店毎に選定することに努
め、その活用について検討す
る。
・全信協内に「人材プール」が設
置された場合には、事業再生に
向けて積極的に利用し、具体的
な活用について検討する。また、
事業再生に関する実務研修会
が開催される場合には、積極的
に参加し、再生企業に対する知
識・手法を学び活用について検
討する。

・岐阜中小企業再生ファンド(ルネッサン
スキャピタルマネジメント㈱)と業務協力
協定を締結した。
・他金融機関が実施予定のDDSについ
て、参考事例として調査・研究した。
・再生企業に対する支援融資について
の知識を深め、手法を検討した。

・ランクアップ実績等に特徴ある再生支
援実績がある時には、中小企業再生支
援協議会の事例に倣って開示する。
・同協議会の個別具体的な情報開示が
更改される都度営業店に周知させる。
・他金融機関の特徴ある再生支援事例
を営業店に紹介する。

・中小企業再生支援協議会の再
生事例を営業店に周知させる。
・他金融機関の特徴ある再生支
援事例を営業店に紹介する。
・金庫として特徴ある再生支援実
績がある時には、中小企業再生
支援協議会の事例に倣い開示方
法を検討する。

・引続き、中小企業再生支援協
議会の再生事例を営業店に周
知させる。
・引続き、他金融機関の特徴あ
る再生支援事例を営業店に紹介
する。
・引続き、金庫として特徴ある再
生支援実績がある時には、中小
企業再生支援協議会の事例に
倣い開示方法を検討する。

・中小企業再生支援協議会の再生事例
を営業店に紹介した。
・経営改善支援の取組み事例として、毎
月の状況を月次試算表の提出と併せて
本人より【検討表】を提出して貰う。【検
討表】には、① 目標に対しての実績とし
て 良かった点、悪かった点、翌月以降
の対応策を記載して頂き 意見交換をす
ることにより金庫と本人ともに問題意識
を共有している。

（３）事業再生に向
けた積極的取組み
○事業再生に向
けた積極的取組み

○再生支援実績
に関する情報開示
の拡充、再生ノウ
ハウの共有化の
一層の推進

4 （関信用金庫）



進捗状況
１７年度 １８年度 １７年４月～１７年９月

備　　考項　　目 具体的取組策
実施スケジュール

①担保・保証に
過度に依存しな
い融資の推進

・「せきしん地域支援ローン」と共に担
保・保証に過度に依存しない融資を積
極的に推進するため、新たな商品とし
て、「事業性無担保・無保証ローン」（名
称：バックアップ２１）を開発・販売、毎年
２０件以上の実行を目標とする。また、
岐阜県信用保証協会保証付き、岐阜県
制度融資（ぎふ無担保スピード資金）の
取扱を開始し、計画期間内に、毎年２０
件以上の実行を目標とする。
・信金中央金庫のＳＤＢシステムにリス
クデータを提供すると共に、そのデータ
の還元を受け、信用格付に応じた新しい
基準金利の設定を図る。
・既存の包括根保証契約は、法の主旨
を十分に踏まえ、既存融資先に対し、極
度額及び確定期日を定めた新しい契約
書へ逐次更新する。

・部店長会議及び融資専担者会
議等において、上記の「事業性無
担保・無保証ローン」（名称：バッ
クアップ２１）及び岐阜県信用保
証協会保証付き、岐阜県制度融
資（ぎふ無担保スピード資金）の
主旨を徹底し、利用拡大を図る。
・「せきしん地域支援ローン」を推
進する。
・信用格付に応じた新しい基準金
利の設定について検討する。
・新しい保証契約書への更新を
進める。

・上記の「事業性無担保・無保証
ローン」（名称：バックアップ２１）
及び岐阜県信用保証協会保証
付き、岐阜県制度融資（ぎふ無
担保スピード資金）の利用状況
を調査し、改善余地が無いか検
討、又は、更なる担保・保証に過
度に依存しない融資新型の開
発・発売を検討する。
・「せきしん地域支援ローン」を推
進する。
・信用格付に応じた新しい基準
金利を設定し、その適用に向け
て取組む。また、リスクデータを
利用した信用リスク量の算出手
法について検討する。
・新しい保証契約書への更新を
進める。

・ 事業性無担保・無保証ローンの推進
実績：「バックアップ２１」29件206百万円
　「地域支援ローン」　31件　47百万円
  「創業支援ローン」　  2件    7百万円
　「ぎふ無担保スピード資金」65件605百
万円
・ 信用格付ランクに応じた基準金利の
設定については、継続的に信金中央金
庫のSDBシステムから格付ごとのリスク
データの提供を受け、その利用を検討し
ている。
・ 既存、包括根保証契約の見直しにつ
いては、極度額及び確定期日を定めた
新しい契約書を作成し、順次更新作業
を進めている。

②中小企業の資
金調達手法の多
様化等

・私募債、売掛債権担保融資等の積極
的推進。
・ＴＫＣ（税理士・公認会計士の全国ネッ
トワーク組織）等のパソコン会計ソフトを
導入している企業向け専用の、無担保
融資制度の導入検討。
・全信協等の研修会および信金中央金
庫取組みへの参加検討。

・部店長会議において、売掛債権
担保融資等の推進についての周
知徹底を図る。
・ＴＫＣ中部会の担当者及びＴＫＣ
提携税理士と、「ＴＫＣローン」（仮
称）の取扱いができないか、検討
する。
・全信協等の研修会および信金
中央金庫取組みへの参加検討。

・ 同左の取組みを継続していく。 ・ 資金調達手段の多様化を目的とし
た、売掛債権担保融資については、毎
月各店獲得実績状況を報告公開してい
るが、上期実績は、0件であった。
・ 7/22　ＴＫＣ全国会との合同会議に参
加。
・ シンジケートローンについては、上期
実績は0件であったが他金融機関とは
ミーティングを重ね案件が具体化しつつ
ある。

（４）担保・保証に
過度に依存しない
融資の推進等

5 （関信用金庫）



進捗状況
１７年度 １８年度 １７年４月～１７年９月

備　　考項　　目 具体的取組策
実施スケジュール

・「与信取引に関する顧客への説明態勢
に係る規則」および同マニュアルについ
て随時問題点が無いか検証し、見直し
を図
る。
・各営業店の担当者までが、説明責任
の意味を十分理解しているかの検証及
び研修開催を行う。
・顧客からの相談・苦情処理について
は、「お客様の声」による処理体制を徹
底すると共に金融円滑化会議へも出
席、当局（金融サービス利用者相談室）
へ寄せられた苦情内容を営業店へ
フィードバック、同種の苦情が発生しな
いように務める。
・監査部の行う定例監査項目へ顧客へ
の説明態勢を組み込む。

・「与信取引に関する顧客への説
明態勢に係る規則」に基づく研修
会の開催。
・部店長会議等の場においても、
苦情事例等をフィードバックし、
説明態勢及び相談苦情処理機
能の強化を図る。
・定例監査において、顧客への説
明態勢の有効性を検証する。

・ 同左の取組みを継続していく。 ・ 今年度より、監査部の行う定例監査
項目へ顧客への説明態勢を組み込ん
だ。
・ 4/27　部店長会議において、平成16
年度中の「お客様の声（苦情等）の集計
結果、苦情の事例ポイントを営業店に
フィードバックし、同種の苦情が発生し
ないよう各店勉強会等での活用徹底す
るよう指示した。
・ 9/21　部店長会議において、平成17
年4月から7月までの「お客様の声」（苦
情等）の受付状況、パターン、事例を営
業店へフィードバックし、適切な対応に
務めるよう指示した。
・ 11/16　「与信取引に関する顧客への
説明態勢に係る規則」に基づき、融資役
席を対象に研修会を開催予定。

（５）顧客への説明
態勢の整備、相談
苦情処理機能の
強化

6 （関信用金庫）



進捗状況
１７年度 １８年度 １７年４月～１７年９月

備　　考項　　目 具体的取組策
実施スケジュール

・ 「目利き」融資審査能力の向上のため
に銀行業務検定試験の財務４級・３級・
２級の受験を推奨し、期間内に２級合格
者８名以上を目標とする
・ 業界団体が主催する外部講座（目利
き・事業再生）に職員を毎年４名以上派
遣する。
・ 若手融資担当者を対象に「財務分析
講座」（庫内研修）を開催する。
・ 役席者を対象に、「目利き力養成講
座」（庫内研修）を毎年１回以上開催す
る。
・ 中小企業診断士養成のために職員を
サポートし、最低１名以上の資格者を養
成する。

・ 銀行業務検定試験　財務４級
１５名受験（８名合格）
　　　　　　　　　　財務３級　２２名
受験（４名合格）
　　　　　　　　　　財務２級　３３名
受験（４名合格）
・ 県信協主催「中小企業再生支
援講座」へ職員２名派遣
・ 地区協主催「企業財務診断力
養成講座」へ職員１名派遣
・ 地区協主催「中小企業経営支
援講座」へ職員１名派遣
・ 地区協主催「企業再生支援講
座」へ職員２名派遣
・ 中小企業診断士講座へ職員１
名通学中
・ 銀行業務検定試験　財務３級
の受験を推奨する。
・ 若手融資担当者を対象に融資
実務講座（財務分析）を開催す
る。（庫内研修）
・ 役席者を対象に「目利き力養
成講座」（庫内研修）を開催する。
・ 地区協主催「融資総合判断力
養成講座」へ職員１名派遣する

・ 同左の取組みを継続していく。 ・ 銀行業務検定試験　財務４級　１５名
受験（８名合格）
　　　　　　　　　　財務３級　２２名受験（４
名合格）
　　　　　　　　　　財務２級　３３名受験（４
名合格）
・ 県信協主催「中小企業再生支援講
座」へ職員２名派遣
・ 地区協主催「企業財務診断力養成講
座」へ職員１名派遣
・ 地区協主催「中小企業経営支援講
座」へ職員１名派遣
・ 地区協主催「企業再生支援講座」へ
職員２名派遣
・ 中小企業診断士講座（通学コース）へ
職員２名派遣

・ 担当部署において、新しい自己資本
比率規制に応じた自己資本比率の算出
を行えるよう、態勢の整備を図る。
・ 信用リスク量の算出については、ＳＤ
Ｂから提供されたデフォルトデータを分
析し、合理的な格付別、業種別のリスク
量の算出が可能であるかを検討する。
市場関連リスク量の算出については、
バックテストの実施によりその妥当性を
検証する。
・ 自己資本比率は１２％以上を目標とす
る。

・ 新しい自己資本比率規制の導
入に備え、関係部署間での連携
を図り、信用リスクの計測やオペ
レーショナルリスク量の算出方法
について検討する。
・ ＳＤＢから提供されたデフォルト
データを分析し、検討する。
・ 市場関連リスク量について検
証するため、バックテストを実施
する。
・ 情報開示の拡充について検討
する。

・ 新しい自己資本比率規制に基
づく自己資本比率の算出を行
う。
・ ＳＤＢから提供されたデフォル
トデータを分析し、検討する。
・ 市場関連リスク量について検
証するため、バックテストを実施
する。
・ 情報開示の拡充について検討
する。
・ １９年３月末自己資本比率を１
２％以上とする。

・ 新BIS基準に基づく新自己資本比率
の算出方法について、その内容を検討
した。
・ ＳＤＢから提供された業種別デフォル
トデータを利用し、信用リスク量を試算し
た。
・ 17年9月末自己資本比率　１１．５０％

２．経営力の強化
（１）リスク管理態
勢の充実

（６）人材の育成

7 （関信用金庫）



進捗状況
１７年度 １８年度 １７年４月～１７年９月

備　　考項　　目 具体的取組策
実施スケジュール

・格付制度の精度向上を及び、各営業
店の能力向上を目的とした、庫内勉強
会を毎年１回以上行う。
・ＳＤＢへ信用リスクデータを提供すると
共にデフォルトデータなどの情報提供を
受け、信用格付に応じた基準金利の設
定を検討する。

・ＳＤＢから提供されるデフォルト
データを利用して、格付ランクに
見合う金利設定について検討す
る。
・格付制度向上の為の庫内勉強
会を実施する。

・ 同左の取組みを継続していく。 ・ 信用格付に応じた基準金利の設定を
目的とし、ＳＤＢへ継続的に財務データ
を提供している。
・ 又、ＳＤＢから提供される、デフォルト
データなどを利用し、格付ランクに見合
う基準金利設定の検討を継続的に行っ
ている。
・ 11/25　法人及び個人事業主の格付
制度向上を目的とした庫内勉強会を実
施予定。

・半期開示の内容充実については、全
信協の検討結果を参考として取組む方
針である。
・一般会員の意見を経営に反映させる
ために、「総代の皆さまと語る会」を毎年
開催すると共に、毎年1回一般会員から
直接意見を求める。
・総代会の仕組みや役割について、ディ
スクロージャー誌に掲載する。

・総代会において一般会員から
の意見を紹介する。
・会員に「業務のご報告」を送付
する際にアンケート調査を行い、
当金庫に対する意見や要望を吸
い上げる。
・ディスクロージャー誌において、
総代会制度についてその仕組み
や総代氏名等を掲載する。
・女性顧客を対象として「お客様
と語る会」を開催し、女性の立場
から見た当金庫への意見や要望
を吸い上げる。
・従来通りの開示項目でディスク
ロージャー誌およびホームページ
上で半期開示を実施すると共
に、開示内容の拡大について検
討する。
・「総代と語る会」を開催し、一般
会員からの意見や要望について
吸い上げる。

・ 同左の取組みを継続していく。 ・ 平成17年6月25日開催の通常総代会
において、事前に一般会員から寄せら
れていた「盗難、偽造、変造カード補償
について」の意見に対する当金庫の対
応として、保険に加入していること及び
口座単位での出金限度額設定等を説
明し、理解を求めた。
・ 平成17年7月、会員に「業務のご報
告」を送付する際に返信用葉書を同封、
当金庫に対する意見や要望を求めた。
その結果、181件の返信があった。
・ 平成17年8月4日、女性顧客を対象と
して「お客さまと語る会」を開催し、女性
の立場から見た当金庫への意見や要望
を吸い上げた。

（２）収益管理態勢
の整備と収益力の
向上

（３）ガバナンスの
強化
○協同組織金融
機関におけるガバ
ナンスの向上

8 （関信用金庫）



進捗状況
１７年度 １８年度 １７年４月～１７年９月

備　　考項　　目 具体的取組策
実施スケジュール

・ 銀行業務検定試験　財務４級　１５名
受験（８名合格）
　　　　　　　　　　財務３級　２２名受験（４
名合格）
　　　　　　　　　　財務２級　３３名受験（４
名合格）
・ 県信協主催「中小企業再生支援講
座」へ職員２名派遣
・ 地区協主催「企業財務診断力養成講
座」へ職員１名派遣
・ 地区協主催「中小企業経営支援講
座」へ職員１名派遣
・ 地区協主催「企業再生支援講座」へ
職員２名派遣
・ 中小企業診断士講座（通学コース）へ
職員２名派遣

（４）法令等遵守
（コンプライアンス）
態勢の強化
○営業店にたいす
る法令等遵守状況
の点検強化等
○適切な顧客情
報の管理・取扱い
の確保

・ コンプライアンス活動計画書（半期毎）
を作成し、最低月２回の勉強会を実施し
ており、今後も実施していく。
・ ５等級以下の男性一般職・女性一般
職・嘱託職員を対象に四半期に１回コン
プライアンス研修会を開催する。
・ パート職員を対象に、半期に１回コン
プライアンス研修会を開催する。
・ 毎年１回役席を対象に、外部講師を招
きコンプライアンス研修会を開催する。
・ コンプライアンス態勢のモニタリングの
ため、年１回臨店する。
・ コンプライアンスチェックシート（自主
点検）を年１回実施する。
・ 金融機関の職員に求められるコンプラ
イアンスに関する実務知識等の習得程
度を測定するため、コンプライアンス・オ
フィサー２級認定試験の受験を推奨す
る。管理者の取得率50%以上（現在
36.8％）
・ 「不祥事件の取扱いに関する規定」の
厳正運用により、不祥事件を未然に防
止するとともに不祥事件発生時に適切
な対応を図る。
・ 個人データの安全管理措置の規程に
添った各段階ごとの具体的管理手続き
を定め、個人情報管理台帳の整備に努
める。

・ 事例で学ぶ個人情報保護（全
国信用金庫協会発行）を参考図
書として役席者に配布し、最低月
２回の勉強会を継続する。
・ 銀行窓口の個人情報保護（金
融財政事情研究会発行）を参考
図書として５等級以下の男性一
般職のコンプライアンス研修会を
開催する。
・ パート職員を対象に、半期に１
回コンプライアンス研修会を開催
する。
・ 上期に引き続きコンプライアン
ス研修会を開催する。
・ 役席を対象に、外部講師を招
きコンプライアンス研修会を開催
する。
・ 金融機関の職員に求められる
コンプライアンスに関する実務知
識等の習得程度を測定するた
め、コンプライアンス・オフィサー
認定試験の受験を特に役席者に
推奨する。
・ コンプライアンスチェックシート
（自主点検）を実施する。
・ コンプライアンス態勢のモニタ
リングのため、臨店する。
・ 役席を対象に、外部講師を招
きコンプライアンス研修会を開催
する。
・ 個人データの安全管理措置の
規程に添った各段階ごとの具体
的管理手続きを定め、個人情報
管理台帳の整備に努める。

・ 同左の取組みを継続していく。

9 （関信用金庫）



進捗状況
１７年度 １８年度 １７年４月～１７年９月

備　　考項　　目 具体的取組策
実施スケジュール

・現在取組中のＩＴ投資案件について、早
期に実施する。
・「お客さまの声」やアンケート調査から
利用者ニーズを把握、当金庫として取組
みが可能であるかを検討する。
・「経営刷新委員会」においてＩＴの積極
的活用策を検討・協議する。
・職員の研修派遣。

・WEBバンキングによる資金移動
取引の開始。
・ＡＴＭ機による通帳繰越機能追
加。
・ＩＣカードによる生体認証につい
て検討する。
・「お客さまの声」やアンケート調
査から利用者ニーズを把握、当
金庫として取組みが可能である
かを検討する。
・「経営刷新委員会」においてＩＴ
の積極的活用策を検討・協議。
・職員の研修派遣。

・ＩＣカードによる生体認証につい
て検討する。
・「お客さまの声」やアンケート調
査から利用者ニーズを把握、当
金庫として取組みが可能である
かを検討する。
・「経営刷新委員会」においてＩＴ
の積極的活用策を検討・協議。

・１７年８月ＷＥＢバンキングにおける資
金移動サービスの開始（９月末取扱実
績 ２５件）
・ＩＣカードによる生体認証についての検
討
・経営刷新委員会でＩＴ活用についての
検討

・毎年1回、信金中央金庫の「有価証券
ポートフォリオ分析」を受ける。
・同金庫が主催する市場リスク管理研修
への参加を検討する。
・同金庫が収益還元機能を強化した場
合には、積極的な活用を検討する。

・信金中央金庫の「有価証券ポー
トフォリオ分析」を受ける。
・同金庫が主催する市場リスク管
理研修への参加を検討する。
・同金庫が収益還元機能を強化
した場合には、積極的な活用を
検討する。

・ 同左の取組みを継続していく。 ・ 平成17年9月20日、信金中央金庫に
よる「有価証券ポートフォリオ分析」を受
けた。
・ 信金中央金庫から各金庫への収益還
元策として「第1回特別定期預金」の案
内があったので、平成17年5月10日、当
金庫の上限額である10億1百万円を預
入した（預入期間6ヶ月）。

（６）協同組織中央
機関の機能強化

（５）ITの戦略的活
用

10 （関信用金庫）



進捗状況
１７年度 １８年度 １７年４月～１７年９月

備　　考項　　目 具体的取組策
実施スケジュール

・全国信用金庫協会の開示例を参考と
し、地域貢献に関する情報開示を半期
ごとにディスクロージャー誌およびホー
ムページにおいて実施する。
・「お客様の声」として寄せられた質問や
相談、苦情等を分析し、営業店へフィー
ドバックすることにより同種の事例が発
生しないように努める。また、利用者か
らの質問や相談等のうち頻度の高いも
の等については回答事例を作成し、毎
年1回以上ホームページにおいて公表
する。

・16年度地域貢献情報をディスク
ロージャー誌およびホームペ－
ジにおいて開示する。
・17年度上期地域貢献情報を
ディスクロジャー誌およびホーム
ページにおいて開示する。
・「お客様の声」を分析し、営業店
へフィードバックする。
・利用者からの質問や相談等の
うち頻度の高いもの等について
は回答事例を作成し、ホーム
ページにおいて公表する。

・ 同左の取組みを継続していく。 ・取引先への金融支援、文化的、社会
的貢献活動等、16年度地域貢献情報を
ディスクロージャー誌、ホームページに
て開示した。
・取引先（業種別）を対象に実施した「景
気動向調査」の結果を平成17年4月、7
月にホームページに掲載し、地域の景
気に関する情報を提供した。
・平成17年4月27日の部店長会議にて、
平成16年度中の「お客様の声」（苦情
等）の集計結果、苦情の事例ポイントを
営業店にフィードバックし、同種の苦情
が発生しないよう勉強会等での活用徹
底を図った
・平成17年9月21日の部店長会議にて、
平成17年4月から7月までの「お客様の
声」（苦情等）の受付状況、パターン、事
例を営業店へフィードバックし、適切な
対応に努めるよう指示した。

・17年8月中に当局から示される実施要
領に従い、当金庫に対する利用者の評
価等に関するアンケート調査を実施、利
用者ニーズを把握する。そして、その結
果を経営に反映させ、質の高いサービ
スを提供できるビジネスモデルの確立に
努める。
・毎年1回、「女性顧客と語る会」を開催
し、多面的な利用者ニーズの把握に努
める。

・当局から示される利用者の評
価に関するアンケート調査を実施
する。そして、その内容を分析
し、経営方針に反映させるように
努める。
・「女性顧客と語る会」を開催し、
多面的な利用者ニーズの把握に
努める。

・前年度の取組み内容を検討
し、それを踏まえて利用者への
サービスを強化させるための効
果的施策を立案し、事業計画に
取り入れる。
・当金庫が実施した施策につい
て、「女性顧客と語る会」等にお
いて顧客の評価を直接求める。

・平成17年8月4日に｢女性顧客と語る
会｣を開催し、利用者ニーズの把握に努
めるため、各店舗の女性代表の方に意
見を拝聴した。要望事項については検
討を重ね、以下の事項について実施し
た。
　①ＡＴＭ機での入金手数料の無料化
　②期間限定金利上乗せ定期預金の発
売
　③インターネットバンキングに振込機
能を追加（ＷＥＢ）
　④店舗テラー増員による待ち時間の
短縮化
・当金庫利用者に対する｢利用者の評価
等に関するアンケート調査｣　の実施方
法を検討し、10月初旬より実施予定であ
る。

（３）地域の利用者
の満足度を重視し
た金融機関経営
の確立
（５）利用者等の評
価に関するアン
ケート調査

３．地域の利用者の
利便性向上

（１）地域貢献等に
関する情報開示
○地域貢献に関
する情報開示
○充実した分かり
やすい情報開示
の推進
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進捗状況
１７年度 １８年度 １７年４月～１７年９月

備　　考項　　目 具体的取組策
実施スケジュール

・「せきしん商工会議所提携ローン」およ
び「地域支援ローン」を中心とした地元
企業への資金支援を行う。
・市役所、商工会議所、まちづくり協議
会との情報交換に努める。

・せきしん商工会議所提携ローン
の推進
・地域支援ローンの推進
・市役所、商工会議所、まちづくり
協議会との情報交換

・ 同左の取組みを継続していく。 ・地元企業への資金支援を目的に｢地域
支援ローン｣、｢創業支援ローン｣を推進
強化するため、営業店業績評価制度の
評価項目に組み入れ、平成17年4、5、
6、9月の部店長会議および8月開催した
融資推進専担者会議において企業への
積極提案をするよう指示した。
　（上期実績：地域支援ローン　31件
47,250千円）
　（上期実績：創業支援ローン　2件
7,000千円）
・｢商工会議所提携ローン｣の窓口拡大
のため、平成17年6月に岐阜商工会議
所と提携した。
　（上期実績：1件　1,000千円）
・ スピード審査を重視した岐阜県制度
融資｢ぎふ無担保スピ－ド資金｣の取扱
いを開始し、積極的に地元企業への資
金提供を図った。
（上期実績：65件　605,500千円）

（４）地域再生推進
のための各種施
策との連携等

12 （関信用金庫）



関 信用金庫

【１７年４月～１７年９月】
（単位：先数）

αのうち期末に債務者
区分が上昇した先数　β

αのうち期末に債務者
区分が変化しなかった先
γ

うちその他要注意先 480 85 3 81

うち要管理先 65 17 0 17

破綻懸念先 65 2 0 2

実質破綻先 40 1 0 1

破綻先 11 0 0 0

合　計 2,798 106 3 101

注） ・期初債務者数及び債務者区分は１７年４月当初時点で整理
・債務者数、経営改善支援取組み先は、取引先企業（個人事業主を含む。）であり、個人ローン、住宅ローンのみの先を含まない。
・βには、当期末（17年９月末）の債務者区分が期初（１７年４月当初）より上昇した先数を記載。
　なお、経営改善支援取組み先で期中に完済した債務者はαに含めるもののβに含めない。
・期初（１７年４月当初）の債務者区分が「うち要管理先」であった先が期末（17年９月末）に債務者区分が「うちその他要注意先」に
　上昇した場合はβに含める。
・期初（１７年４月当初）に存在した債務者で期中に新たに「経営改善支援取組み先」に選定した債務者については
　（仮に選定時の債務者区分が期初（１７年４月当初）の債務者区分と異なっていたとしても）期初（１７年４月当初）の債務者区分に従って整理すること。
・期中に新たに取引を開始した取引先については本表に含めない。
・γには、期末（17年９月末）の債務者区分が期初（１７年４月当初）と変化しなかった先数を記載。
・みなし正常先については正常先の債務者数に計上のこと。

・経営改善支援の取組み事例として、毎月の状況を月次試算表の提出と併せて本人より【検討表】を提出して貰う。
【検討表】には、① 目標に対しての実績として 良かった点、悪かった点、翌月以降の対応策を記載して頂き 意見
交換をすることにより金庫と本人ともに問題意識を共有している。

経 営 改 善 支 援 の 取 組 み 実 績

0

要
注
意
先

正常先

うち
経営改善支援取組み先　α

期初債務者数

2,137 1




